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感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表 

 

改正後 現行 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１ 趣旨及び目的 

 （略） 

 

第１ 趣旨及び目的 

 （略） 

 

第２ 対象感染症 

１ 全数把握の対象 

（略） 

 四類感染症 

  （省略）(23)エキノコックス症、（24）エムポックス、(25)黄熱、(26)オウ

ム病、(27)オムスク出血熱、(28)回帰熱、(29)キャサヌル森林病、(30)Ｑ熱、

(31)狂犬病、(32)コクシジオイデス症（省略） 

   

 五類感染症（全数） 

 （省略）、（65）ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、(66)カル

バペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、（省略） 

 

新型インフルエンザ等感染症 

(113)新型インフルエンザ、(114)再興型インフルエンザ、(115)新型コロ

ナウイルス感染症、(116)再興型コロナウイルス感染症 

 

２ 定点把握の対象 

五類感染症（定点） 

（省略）(89)咽頭結膜熱、(90)インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新

型インフルエンザ等感染症を除く。）、(91)Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、

(92)感染性胃腸炎、(93)急性出血性結膜炎、(94)クラミジア肺炎（オウム病

を除く。） (95)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原

因として同定された場合を除く。)、（96）新型コロナウイルス感染症（病原

体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。）であるものに限る。）、(97)水痘、 (98)性器クラミジ

ア感染症、(99)性器ヘルペスウイルス感染症、(100)尖圭コンジローマ、 

(101)手足口病、(102)伝染性紅斑、(103)突発性発しん、(104)ペニシリン耐

第２ 対象感染症 

１ 全数把握の対象 

（略） 

 四類感染症 

  （省略）(23)エキノコックス症、(24)黄熱、(25)オウム病、(26)オムスク

出血熱、(27)回帰熱、(28)キャサヌル森林病、(29)Ｑ熱、(30)狂犬病、(31)

コクシジオイデス症、(32)サル痘（省略） 

   

五類感染症（全数） 

 （省略）、（65）ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、(66)カル

バペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、（省略） 

 

  新型インフルエンザ等感染症 

(112)新型インフルエンザ、(113)再興型インフルエンザ、(114)新型コロ

ナウイルス感染症、(115)再興型コロナウイルス感染症 

 

 ２ 定点把握の対象 

五類感染症（定点） 

（省略）(89)咽頭結膜熱、(90)Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(91)感染性

胃腸炎、(92)水痘、(93)手足口病、(94)伝染性紅斑、(95)突発性発しん、 (96)

ヘルパンギーナ、(97)流行性耳下腺炎、(98)インフルエンザ（鳥インフルエ

ンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、(99)急性出血性結膜炎、

(100)流行性角結膜炎、(101)性器クラミジア感染症、(102)性器ヘルペスウ

イルス感染症、(103)尖圭コンジローマ、(104)淋菌感染症、(105)クラミジア

肺炎（オウム病を除く。）、(106)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、

肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、(107)ペニシリン耐性肺炎

球菌感染症、(108)マイコプラズマ肺炎、(109)無菌性髄膜炎、(110)メチシリ

ン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(111)薬剤耐性緑膿菌感染症、（116）新型コロ
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性肺炎球菌感染症、(105)ヘルパンギーナ、(106)マイコプラズマ肺炎、(107)

無菌性髄膜炎、(108)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(109)薬剤耐性

緑膿菌感染症、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎、(112)淋菌感

染症 

 

法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（定点） 

（略） 

 

３ 法第１４条第８項の規定に基づく把握の対象 

(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感

染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見

に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特

定の感染症と診断することができないと判断したものであって、当該感染症

にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそ

れがあると判断し、都道府県知事が指定届出機関以外の病院又は診療所の医

師に法第１４条第８項に基づき届出を求めたもの。 

 

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。） 

 

 

法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（定点） 

（略） 

 

 ３ 法第１４条第８項の規定に基づく把握の対象 

(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染

症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に

基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定

の感染症と診断することができないと判断したものであって、当該感染症に

かかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれ

があると判断し、都道府県知事が指定届出機関以外の病院又は診療所の医師

に法第14条第８項に基づき届出を求めたもの。 

 

第３ 実施主体 

 （略） 

 

第３ 実施主体 

 （略） 

 

第５ 事業の実施 

１・２ （略） 

３ 定点把握対象の五類感染症 

（１）（略） 

（２）定点の選定 

ア 患者定点 

定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、

都道府県は次の点に留意し、関係医師会等の協力を得て、医療機関

の中から可能な限り無作為に患者定点を選定する。また、定点の選

定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、できるだ

け当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮す

ること。 

①  対象感染症のうち、第２の(88)、（89）、（91）、（92）、（97）、

（101）から（103）まで、（105）及び（111）に掲げるものについ

ては、小児科を標榜する医療機関（主として小児科医療を提供して

第５ 事業の実施 

１・２ （略） 

３ 定点把握対象の五類感染症 

（１）（略） 

（２）定点の選定 

ア 患者定点 

定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、

都道府県は次の点に留意し、関係医師会等の協力を得て、医療機関

の中から可能な限り無作為に患者定点を選定する。また、定点の選

定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、できるだ

け当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮する

こと。 

① 対象感染症のうち、第２の(88)から(97)までに掲げるものについて

は、小児科を標榜する医療機関（主として小児科医療を提供している

もの）を小児科定点として指定すること。小児科定点の数は下記の計
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いるもの）を小児科定点として指定すること。小児科定点の数は下

記の計算式を参考として算定すること。この場合において、小児科

定点として指定された医療機関は、②のインフルエンザ定点、新型

コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」とする）定点として協

力するよう努めること。なお、インフルエンザ定点とCOVID-19定点

は同一とする（インフルエンザ／COVID-19定点）。 

 

保健所管内人口 定点数 

～３万人 １ 

３万人～７．５万人 ２ 

７．５万人～ ３＋（人口－７．５万人）／５万人 

 

②  対象感染症のうち、第２の(90)に掲げるインフルエンザ（鳥イン

フルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。）

及び（96）新型コロナウイルス感染症については、前記①で選定し

た小児科定点のうちインフルエンザ定点及びCOVID-19定点として

協力する小児科定点に加え、内科を標榜する医療機関（主として内

科医療を提供しているもの）を内科定点として指定し、両者を合わ

せたインフルエンザ定点、COVID-19定点及び別途後記⑤に定める

基幹定点とすること。内科定点の数は下記の計算式を参考として

算定すること。 

 

保健所管内人口 定点数 

～７．５万人 １ 

７．５万人～１２．

５万人 
２ 

１２．５万人～ ３＋（人口－１２．５万人）／１０万人 

  

 なお、基幹定点における届出基準は、インフルエンザ定点及び

算式を参考として算定すること。この場合において、小児科定点とし

て指定された医療機関は、②のインフルエンザ定点、新型コロナウイ

ルス感染症（以下、「COVID-19」とする）定点として協力するよう努

めること。なお、インフルエンザ定点とCOVID-19定点は同一とする（イ

ンフルエンザ／COVID-19定点）。 

 

 

保健所管内人口 定点数 

～３万人 １ 

３万人～７．５万人 ２ 

７．５万人～ ３＋（人口－７．５万人）／５万人 

 

③  対象感染症のうち、第２の(98)に掲げるインフルエンザ（鳥イン

フルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。）

及び（116）新型コロナウイルス感染症については、前記①で選定

した小児科定点のうちインフルエンザ定点及びCOVID-19定点とし

て協力する小児科定点に加え、内科を標榜する医療機関（主として

内科医療を提供しているもの）を内科定点として指定し、両者を合

わせたインフルエンザ定点、COVID-19定点及び別途後記⑤に定め

る基幹定点とすること。内科定点の数は下記の計算式を参考とし

て算定すること。 

  

保健所管内人口 定点数 

～７．５万人 １ 

７．５万人～１２．

５万人 
２ 

１２．５万人～ ３＋（人口－１２．５万人）／１０万人 

 

 なお、基幹定点における届出基準は、インフルエンザ定点及び
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COVID-19定点と異なり、入院患者に限定されることに留意すること。

また、第２の（90）のみを対象感染症としていることに留意するこ

と。 

 

③ 対象感染症のうち、第２の(93)及び(110)に掲げるものについて

は、眼科を標榜する医療機関（主として眼科医療を提供しているも

の）を眼科定点として指定すること。眼科定点の数は下記の計算式

を参考として算定すること。 

 

保健所管内人口 定点数 

～１２．５万人 ０ 

１２．５万人～ １＋（人口－１２．５万人）／１５万人 

 

④ 対象感染症のうち、第２の(98)から(100)まで及び（112）に掲げ

るものについては、産婦人科、産科若しくは婦人科（産婦人科系）、

医療法施行令（昭和 23年政令第 326号）第３条の２第１項第１号ハ

及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名と

する診療科、泌尿器科又は皮膚科を標榜する医療機関（主として各々

の標榜科の医療を提供しているもの）を性感染症定点として指定す

ること。性感染症定点の数は下記の計算式を参考として算定するこ

と。 

 

保健所管内人口 定点数 

～７．５万人 ０ 

７．５万人～ １＋（人口－７．５万人）／１３万人 

 

⑤ 対象感染症のうち、第２の(92)のうち病原体がロタウイルスであ

るもの、（94）、（95）、（104）及び（106）から（109）までに掲

げるものについては、対象患者がほとんど入院患者であるため、患

者を300人以上収容する施設を有する病院であって内科及び外科を

COVID-19定点と異なり、入院患者に限定されることに留意すること。

また、第２の（98）のみを対象感染症としていることに留意するこ

と。 

 

③ 対象感染症のうち、第２の(99)及び(100)に掲げるものについて

は、眼科を標榜する医療機関（主として眼科医療を提供しているも

の）を眼科定点として指定すること。眼科定点の数は下記の計算式

を参考として算定すること。 

 

保健所管内人口 定点数 

～１２．５万人 ０ 

１２．５万人～ １＋（人口－１２．５万人）／１５万人 

 

④ 対象感染症のうち、第２の(101)から(104)に掲げるものについて

は、産婦人科、産科若しくは婦人科（産婦人科系）、医療法施行令

（昭和 23年政令第 326号）第３条の２第１項第１号ハ及びニ(2)の

規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、

泌尿器科又は皮膚科を標榜する医療機関（主として各々の標榜科の

医療を提供しているもの）を性感染症定点として指定すること。性

感染症定点の数は下記の計算式を参考として算定すること。 

 

 

保健所管内人口 定点数 

～７．５万人 ０ 

７．５万人～ １＋（人口－７．５万人）／１３万人 

 

⑤ 対象感染症のうち、第２の(91)のうち病原体がロタウイルスであ

るもの及び(105)から(111)までに掲げるものについては、対象患者

がほとんど入院患者であるため、患者を300人以上収容する施設を有

する病院であって内科及び外科を標榜する病院（小児科医療と内科
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標榜する病院（小児科医療と内科医療を提供しているもの）を２次

医療圏域毎に１カ所以上、基幹定点として指定すること。 

 

イ 病原体定点 

病原体の分離等の検査情報を収集するため、都道府県は、次の点に

留意し、関係医師会等の協力を得て病原体定点を選定する。また、定

点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、でき

るだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮す

ること。 

① 医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として、患者

定点として選定された医療機関の中から選定すること。 

② アの①により選定された患者定点の概ね10％を小児科病原体定点

として、第２の(88)、（89）、（91）、（92）、（97）、（101）か

ら（103）まで、（105）及び（111）を対象感染症とすること。 

③ アの②により選定された患者定点の概ね10％をインフルエンザ病

原体定点として、第２の(90)を対象感染症とすること。なお、イン

フルエンザ病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10％以

上及び内科定点から10％以上を、それぞれ３定点と２定点を下回ら

ないよう選定することとし、法第１４条の２第１項に規定する指定

提出機関として指定すること。 

④ アの③により選定された患者定点の概ね10％を眼科病原体定点と

して、第２の(93)及び(110)を対象感染症とすること。 

⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点とし

て、第２の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(95)及び

(107)を対象感染症とすること。 

 

（３）調査単位等 

ア 患者情報のうち、（２）のアの①、②、③及び⑤（第２の(104)、(108)

及び(109)に関する患者情報を除く。）により選定された患者定点に関

するものについては、１週間（月曜日から日曜日）を調査単位として、

（２）のアの④及び⑤（第２の(104)、(108)及び(109)に関する患者情

報のみ）により選定された患者定点に関するものについては、各月を

調査単位とする。 

イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関

するものについては、第２の(90)に掲げるインフルエンザの流行期

医療を提供しているもの）を２次医療圏域毎に１カ所以上、基幹定

点として指定すること。 

 

イ 病原体定点 

病原体の分離等の検査情報を収集するため、都道府県は、次の点に

留意し、関係医師会等の協力を得て病原体定点を選定する。また、定

点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、でき

るだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮す

ること。 

① 医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として、患者

定点として選定された医療機関の中から選定すること。 

③ アの①により選定された患者定点の概ね10％を小児科病原体定点

として、第２の(88)から(97) までを対象感染症とすること。 

 

③ アの②により選定された患者定点の概ね10％をインフルエンザ病

原体定点として、第２の(98)を対象感染症とすること。なお、イン

フルエンザ病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10％以

上及び内科定点から10％以上を、それぞれ３定点と２定点を下回ら

ないよう選定することとし、法第１４条の２第１項に規定する指定

提出機関として指定すること。 

④ アの③により選定された患者定点の概ね10％を眼科病原体定点と

して、第２の(99)及び(100)を対象感染症とすること。 

⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点とし

て、第２の(91)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(106)及び

(109)を対象感染症とすること。 

 

（３）調査単位等 

ア 患者情報のうち、（２）のアの①、②、③及び⑤（第２の(107)、(110)

及び(111)に関する患者情報を除く。）により選定された患者定点に関

するものについては、１週間（月曜日から日曜日）を調査単位として、

（２）のアの④及び⑤（第２の(107)、(110)及び(111)に関する患者情

報のみ）により選定された患者定点に関するものについては、各月を調

査単位とする。 

イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関

するものについては、第２の(98)に掲げるインフルエンザの流行期
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（（２）のアの②により選定された患者定点当たりの患者発生数が都

道府県単位で１を超えた時点から１を下回るまでの間）には１週間

（月曜日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）

には各月を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについ

ては、各月を調査単位とする。 

 

（４）実施方法 

ア （略） 

イ 病原体定点 

① 病原体定点として選定された医療機関は、必要に応じて病原体検

査のために検体等を採取する。 

② 病原体定点は、検体等について、別記様式の検査票を添えて、速

やかに地方衛生研究所等へ送付する。 

③ （２）のイの②により選定された病原体定点においては、第２の

(88)、（89）、（91）、（92）、（97）、（101）から（103）まで、

（105）及び（111）の対象感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ

都道府県等においてあらかじめ選定した複数の感染症について、調

査単位ごとに、概ね４症例からそれぞれ少なくとも１種類の検体を

送付するものとする。 

④ （２）のイの③により選定された病原体定点においては、第２の

(90)に掲げるインフルエンザ（インフルエンザ様疾患を含む。）に

ついて、調査単位ごとに、少なくとも１検体を送付するものとする。 

 

ウ～ケ （略） 

 

４・５ （略） 

 

（（２）のアの②により選定された患者定点当たりの患者発生数が都

道府県単位で１を超えた時点から１を下回るまでの間）には１週間

（月曜日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）

には各月を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについ

ては、各月を調査単位とする。 

 

（４）実施方法 

ア （略） 

イ 病原体定点 

① 病原体定点として選定された医療機関は、必要に応じて病原体検

査のために検体等を採取する。 

② 病原体定点は、検体等について、別記様式の検査票を添えて、速

やかに地方衛生研究所等へ送付する。 

④ （２）のイの②により選定された病原体定点においては、第２の

(88)から(97)までの対象感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ都

道府県等においてあらかじめ選定した複数の感染症について、調査

単位ごとに、概ね４症例からそれぞれ少なくとも１種類の検体を送

付するものとする。 

④ （２）のイの③により選定された病原体定点においては、第２の

(98)に掲げるインフルエンザ（インフルエンザ様疾患を含む。）に

ついて、調査単位ごとに、少なくとも１検体を送付するものとする。 

 

 

ウ～ケ (略) 

 

４・５ （略） 

 

第６ 費用 

（略） 

 

第６ 費用 

（略） 
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第７ 実施時期 

この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体情報及

び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり

次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、令和２年５月２９日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和３年２月１３日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和４年１０月３１日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和５年５月８日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和５年５月２６日から施行する。 

 

第７ 実施時期 

この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体情報及

び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり

次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、令和２年５月２９日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和３年２月１３日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和４年１０月３１日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和５年５月８日から施行する。 

 

 


